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一般会計 担当課

事務事業名 担当部

1

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

聴覚、言語機能または音声機能の障がいにより、意思疎通を図ることに支障のある障がい

者に、手話通訳者を派遣するなどして意思疎通の円滑化を図る。

内容

（手段）

総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

障害福祉サービスなどを充実します

2

平成１８年度

保健・福祉

3

～

地域福祉課

障がい福祉係

5

障害者総合支援法

2

平成３０年度以降

障がい者（児）福祉

◆２５年度実施内容

手話通訳士、手話通訳者、手話通訳奉仕員、要約筆記奉仕員の登録を行った。

（運営費補助：国1/2、県1/4、市1/4）

派遣のコーディネートを行った。

市に登録された手話通訳者等を派遣する際に要する費用を支払った。

愛知県聴覚障害者協会及び愛知県身体障害者福祉団体連合会に手話通訳等の派遣を委

託した。

◆２５年度直接経費の内訳

　特別旅費（24千円）

　保険料（25千円）

　手話通訳者等派遣事業委託料（111千円）
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Ｈ25決算額

直接経費
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対前年比

その他財源

1,187

正職員

一般財源

413

費用合計

0

従事者数

人件費

無

0

746

0

Ｈ23決算額

従事者数

1,600

その他職員

人件費

費

用

0.00

1,277
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国・県支出金

1,146

Ｈ24決算額

90.2

財

源

1.00

1,444

0.00

692

1,438

0

1,192

99.5

1.00

298

1,600

受益者負担

Ｈ26予算額

1,815761

00

0.00 0.00

3,092

1.000.00

　手話通訳者等派遣事業委託料（111千円）

　手話通訳者等派遣費（586千円）

◆２６年度直接経費の内訳

   特別旅費（26千円）

　 保険料（35千円）

　 手話通訳者等派遣事業委託料（94千円）

　　手話通訳奉仕員養成事業委託料（508千円）

　 手話通訳者等派遣費（1,152千円）

215.0

1,315246
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－

夜間等緊急時の派遣依頼についての対応を検討する必要がある。
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５５５５

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

事業の

達成状況

市で登録をしている手話通訳者や要約筆記者を派遣し、174件の生活介助や意思疎

通の支援を行った。

152

100

H25

事業番号

活動指標名

派遣依頼件数

H23

手話通訳者等登録者

数

成果指標名

派遣率
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内内内内

容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）

引き続き生活に必要な意思疎通の支援を行う。

方向性の判定
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方方方方

向向向向

性性性性

２７年度以降

の改善案

夜間等緊急時の派遣依頼について、登録員との調整を図る。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

夜間等緊急時の派遣依頼についての対応を検討する必要があるが、申請に対し、生

活に必要な意思疎通の支援が適正に行われていることから、現状維持と判断した。

判定理由

判　定　理　由

維　持

事業を縮小・

廃止したときの

影響

維　持 一次評価のとおり。

方向性の判定

障害者総合支援法に基づく事務であり、廃止すれば生活に必要な意思疎通を阻害す

ることとなる。


